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知的財産訴訟検討会資料 ４

人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）抜粋

（当事者尋問等の公開停止）

第二十二条 人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人

（以下この項及び次項において「当事者等」という ）又は。

証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の

確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密

、 、に係るものについて尋問を受ける場合においては 裁判所は

裁判官の全員一致により、その当事者等又は証人が公開の法

廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営む

のに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事

項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述

を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形

成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができない

と認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行

うことができる。

２ 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、

当事者等及び証人の意見を聴かなければならない。

３ 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しな

いで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とと

もに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了した

ときは、再び公衆を入廷させなければならない。


